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営業秘密が刑事的に保護される時代

営
業
秘
密
が
記
録
さ
れ
た
媒
体

を
不
正
に
領
得
・
複
製
し
て
、

そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
・
開
示

す
る
場
合
。

不
正
使
用
・
開
示（
背
任
類
型
）ケ
ー
ス

【
④
型
】
営
業
秘
密
を
示
さ
れ
た
役
員
・

従
業
者
が
、
不
正
の
競
争
の
目

的
で
、
そ
れ
を
不
正
に
使
用
・

開
示
す
る
場
合
。

こ
れ
ら
は
、
民
事
的
に
違
法
な
、
つ

ま
り
、
差
止
請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
請

求
の
対
象
と
な
る
行
為
の
う
ち
の
一
部

で
あ
る
「
不
正
取
得
者
の
不
正
使
用
開

示
行
為
」
（
二
条
一
項
四
号
）
お
よ
び

「
正
当
取
得
者
の
不
正
使
用
開
示
行
為
」

（
二
条
一
項
七
号
）
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

絞
り
を
か
け
、
こ
れ
ら
の
う
ち
特
に
違

法
性
の
高
い
行
為
に
限
定
し
て
刑
事
罰

の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

構
成
要
件
の
明
確
化
に
留
意
す
る
と
と

も
に
、
退
職
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を

侵
害
し
な
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
刑
事
罰
に
つ
い
て
は
、
法

定
刑
は
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
〇
〇

万
円
以
下
の
罰
金
と
さ
れ
て
い
る
が
、

「
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」（
改
正
法
一
四
条
二
項
）

と
さ
れ
て
い
る
（
親
告
罪
）。
刑
事
裁
判

手
続
に
お
い
て
、
営
業
秘
密
保
護
の
た

め
の
手
続
き
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
（
つ
ま
り
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る

と
営
業
秘
密
が
公
開
さ
れ
て
し
ま
う
）

等
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
後
の
展
望
で
あ
る
が
、
前
記
の
と

お
り
、
刑
事
裁
判
に
秘
密
保
護
手
続
が

設
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ど
れ
だ
け

実
際
に
告
訴
さ
れ
る
か
疑
問
も
あ
る
が
、

構
成
要
件
の
解
釈
に
は
、
不
明
確
な
部

分
も
あ
り
、
今
後
の
判
例
の
集
積
が
待

た
れ
る
。
ま
た
、
企
業
と
し
て
は
、
と

く
に
秘
密
管
理
に
充
分
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
（
産
業
構
造
審
議
会
『
営
業
秘

密
管
理
指
針
に
つ
い
て
』（
平
成
一
五
年

一
月
三
〇
日
）
参
照
）。

営
業
秘
密
と
い
う
知
的
財
産
を
、
ぜ

ひ
、
見
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

我
が
国
で
は
、
営
業
秘
密
は
、
不
正

競
争
防
止
法
の
平
成
二
年
改
正
に
よ
っ

て
、
初
め
て
明
文
で
民
事
的
に
保
護
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
営
業
秘
密
の
侵
害
者

に
対
す
る
差
止
請
求
権
、
損
害
賠
償
請

求
権
な
ど
が
法
律
上
の
文
言
で
明
示
的

に
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
刑
事
的
な

保
護
は
、
時
期
尚
早
と
し
て
見
送
ら
れ

て
き
た
。
つ
ま
り
、
営
業
秘
密
侵
害
者

に
刑
事
罰
を
科
す
道
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
今
年
の
通
常
国
会
に
不
正

競
争
防
止
法
改
正
案
が
提
出
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
で
、
営
業
秘
密
は
刑
事
的
に

保
護
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

①
約
二
割
の
企
業
が
、
自
社
の
営
業
秘

密
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
経
験
し
、
②

条
件
付
き
を
含
め
、
約
八
割
の
企
業
が

営
業
秘
密
の
刑
事
的
保
護
に
賛
成
す
る

に
至
り
、
さ
ら
に
、
③
企
業
内
の
情
報

化
が
進
展
し
、
L
A
N
導
入
率
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
率
と
も
に
九
〇
％
を

超
え
て
、
営
業
秘
密
侵
害
の
危
険
は
飛

躍
的
に
高
ま
っ
て
お
り
、
加
え
て
、
④

近
年
、
欧
米
諸
国
の
み
な
ら
ず
、
韓

国
・
中
国
ま
で
も
が
、
営
業
秘
密
の
不

正
な
取
得
・
使
用
・
開
示
に
対
し
刑
事

罰
を
導
入
し
て
い
る
国
際
的
な
環
境
に

あ
る
、
と
い
う
背
景
事
情
に
基
づ
く
。

営
業
秘
密
の
刑
事
的
保
護
に
つ
い
て
、

今
回
の
改
正
案
を
概
観
す
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
。（
編
集
部
注
・
法
案
は
五
月

六
日
に
可
決
成
立
）

不
正
取
得
・
横
領
ケ
ー
ス

1
詐
欺
・
窃
盗
類
型

【
①
型
】
営
業
秘
密
を
不
正
取
得
し
た
後

不
正
の
競
争
の
目
的
で
そ
れ
を

不
正
に
使
用
・
開
示
す
る
場
合
。

【
②
型
】
上
記
【
①
型
】
の
使
用
・
開
示

の
目
的
で
、
特
に
、
媒
体
に
よ

っ
て
営
業
秘
密
を
不
正
に
取

得
・
複
製
す
る
場
合
。

2
横
領
類
型

【
③
型
】
営
業
秘
密
を
示
さ
れ
た
者
が
、

不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
そ
の
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